
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

二

六

号

米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
機
動
隊
員
に
よ
る
市
民
不
当
拘
束
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
機
動
隊
員
に
よ
る
市
民
不
当
拘
束
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
沖
縄
県
東
村
高
江
周
辺
で
は
、
全
国
か
ら
五
百
人
規
模
と
も
い
わ
れ
る
警
察
機
動
隊
員
が
大
量
動
員
さ
れ
、
違
法
な

交
通
規
制
や
検
問
が
続
い
て
い
る
。
文
字
通
り
、
国
家
権
力
を
総
動
員
し
て
、
世
界
的
に
も
貴
重
な
生
態
系
を
有
す
る
ヤ
ン
バ

ル
の
森
の
豊
か
な
自
然
を
破
壊
し
、
地
域
住
民
の
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
平
和
的
生
存
権
を
蔑
ろ
に
す
る
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設

工
事
が
強
行
さ
れ
、
市
民
ら
へ
の
違
法
・
不
当
な
暴
力
行
為
が
日
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
十
八
日
午
後
一
時
頃
、
東
村
高
江
周
辺
の
米
軍
北
部
訓
練
場
内
通
称
Ｈ

地
区
脇
の
急
斜
面
に
お
い
て
、
警
察
機
動
隊
員
ら
が
工
事
等
の
用
途
で
使
用
さ
れ
る
標
識
ロ
ー
プ
（
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ロ
ー
プ
。

以
下
、
単
に
ロ
ー
プ
と
い
う
）
で
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
に
抗
議
し
て
い
た
市
民
ら
を
縛
り
上
げ
、
拘
束
す
る
と
い
う
暴

挙
と
呼
ぶ
べ
き
事
態
（
以
下
、
警
察
機
動
隊
員
ら
に
よ
る
市
民
緊
縛
行
為
と
い
う
）
が
発
生
し
た
。

翌
九
月
二
十
九
日
付
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
及
び
「
琉
球
新
報
」
が
報
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
市
民
ら
を
ロ
ー
プ
で
縛
っ
て

引
き
上
げ
る
際
、
「
首
が
絞
め
ら
れ
る
」
と
訴
え
た
女
性
に
「
声
が
出
て
い
る
か
ら
大
丈
夫
」
と
応
じ
た
警
察
官
や
、
笑
い
な

が
ら
「
首
も
絞
ま
っ
ち
ゃ
う
よ
」
な
ど
と
述
べ
た
警
察
官
も
い
た
よ
う
だ
。

か
か
る
警
察
機
動
隊
員
ら
に
よ
る
市
民
緊
縛
行
為
は
、
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
警
察
権
行
使
の
在
り
方
と
も
関
連
し
、
重

一



大
な
問
題
を
孕
ん
で
お
り
、
決
し
て
看
過
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

去
る
九
月
二
十
八
日
午
後
一
時
頃
に
、
東
村
高
江
周
辺
の
米
軍
北
部
訓
練
場
内
通
称
Ｈ
地
区
脇
の
急
斜
面
で
発
生
し
た
警

察
機
動
隊
員
ら
に
よ
る
市
民
緊
縛
行
為
に
つ
い
て
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

右
緊
縛
行
為
を
お
こ
な
っ
た
警
察
機
動
隊
員
ら
が
所
属
す
る
都
道
府
県
警
察
名
及
び
同
行
為
を
指
示
し
た
責
任
者
の
役
職

名
を
併
せ
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
警
察
権
力
が
無
抵
抗
の
市
民
を
ロ
ー
プ
で
縛
り
上
げ
、
身
体
の
自
由
を
奪
っ
て
ま
で
拘

束
す
る
相
当
性
、
必
要
性
、
妥
当
性
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

概
し
て
、
警
察
官
が
市
民
を
ロ
ー
プ
で
緊
縛
し
、
身
体
の
自
由
を
奪
っ
て
拘
束
す
る
行
為
は
、
憲
法
第
三
十
三
条
及
び
刑

事
訴
訟
法
第
二
百
十
三
条
に
定
め
る
現
行
犯
人
逮
捕
、
ま
た
は
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
十
条
に
定
め
る
緊
急
逮
捕
等
の
「
逮

捕
」
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
警
察
官
に
よ
る
右
「
逮
捕
」
が
在
日
米
軍
基
地
内
で
な
さ
れ
る
場
合
、
日
米
地
位
協
定
や
同
協
定
の
実
施
に
伴
う

刑
事
特
別
法
に
基
づ
き
、
米
軍
当
局
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

去
る
九
月
二
十
八
日
午
後
一
時
頃
に
、
東
村
高
江
周
辺
の
米
軍
北
部
訓
練
場
内
通
称
Ｈ
地
区
脇
の
急
斜
面
で
発
生
し
た
警

二



察
機
動
隊
員
ら
に
よ
る
市
民
緊
縛
行
為
は
、
警
察
官
に
よ
る
「
逮
捕
」
に
該
当
す
る
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

①

「
逮
捕
」
に
該
当
す
る
と
の
立
場
で
あ
れ
ば
、
執
行
に
あ
た
っ
て
米
軍
の
許
可
を
得
た
の
か
ど
う
か
、
手
続
き
と
併
せ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

②

「
逮
捕
」
に
該
当
し
な
い
と
の
立
場
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
緊
縛
行
為
は
い
か
な
る
理
由
、
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
な

さ
れ
た
も
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


